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会 議 名 第１回港区施設予約システム更改業務委託事業候補者選考委員会 

開催日時 令和８年２月４日（水曜日）午前 10時から正午まで 

開催場所 港区役所研修室 

委 員 

元東海大学教授 水野浩孝（委員長） 

港区情報政策監 川口弘行（副委員長） 

弁護士・システム監査技術者 山辺直義（委員） 

万記子コミュニケーションズ代表社員 髙倉万記子（委員） 

港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長 中林淳一（委員） 

事 務 局 情報政策課情報管理係 

会議次第 

１ 開会 

２ 委員長・副委員長の選出について 

３ 選考委員会選考スケジュール（案）について 

４ 事業候補者募集要項（案）について 

５ 採点基準表（案）について 

６ 閉会 

配付資料 

［席上配付］ 

・次第 

・資料１     施設予約システム更改業務委託事業候補者募集要項（案） 

・募集要項別紙１ 施設予約システム更改業務委託事業候補者選考基準（案） 

・資料２     施設予約システム更改業務委託提案要求仕様書（案） 

・仕様書別紙１  新システム稼働後想定施設利用業務フロー 

・仕様書別紙２  対象施設及び利用要件一覧 

・仕様書別紙３  機器設置状況 

・様式１     質問書 

・様式２     参加表明書 

・様式３－１   共同事業体構成書 

・様式３－２   共同事業体協定書兼委任状 

・様式３－３   委任状 

・様式４     事業者概要及び業務実績 

・様式５     業務従事予定者の経歴及び専任性 

・様式６     業務従事予定者の配置計画及びスケジュール 

・様式７     要件一覧 

・様式８－１～８－５  企画提案書１～５ 

・様式９     提案内容補足資料 

・様式 10     概算費用見積書 

・様式 11     参加辞退届 
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・審査委員用資料１  

港区施設予約システム更改業務委託事業候補者選考委員会設置要綱 

・審査委員用資料２  

港区施設予約システム更改業務委託事業候補者選考委員会委員名簿 

・審査委員用資料３  事業候補者選考スケジュール（案） 

・審査委員用資料４  事業候補者の選考及び評価（案） 

・審査委員用資料５  採点基準表（一次審査）（案） 

・審査委員用資料６  集計表（一次審査）（案） 

・審査委員用資料７  集計表（二次審査）（案） 

会議の内容 

（発信者） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

【１ 開会】 

（事務局より開会の挨拶） 

（事務局より配布資料の確認） 

（各委員より自己紹介） 

 

【２ 委員長・副委員長の選出について】 

港区施設予約システム更改業務委託事業候補者選考委員会設置要綱第５条

２号の規定により、委員長は委員の互選により選出します。 

 

水野委員を委員長に推薦します。 

（委員一同、異議なし） 

 

また、同要綱第５条３号の規定により、副委員長は委員長が指名します。 

 

副委員長は川口委員とします。 

 

【３ 選考委員会選考スケジュール（案）について】 

（事務局より「審査委員用資料３ 事業候補者選考スケジュール（案）」に

ついて説明） 

 

質問、意見等ありますか。 

（委員一同、異議なし） 

 

【４ 事業候補者募集要項（案）について】 

【５ 採点基準表（案）について】 

議題４、議題５は相互に関連するため一括して議題とさせていただく。 

（事務局より「審査委員用資料４ 事業候補者の選考及び評価（案）」、「資料
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Ｂ委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

事務局 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

１ 施設予約システム更改業務委託事業候補者募集要項（案）」について説明） 

 

要件一覧の評価について、必須要件を満たさない場合は即失格ではなく、代

替案を提示することで点数をつけるの評価は良いと思う。代替案も提示でき

ない場合は低い点数とすることで、必須要件を満たしている事業者と差別化

を図るような考え方でよいか。 

 

ご認識の通り。 

 

（事務局より「資料２ 施設予約システム更改業務委託提案要求仕様書

（案）」、「様式７ 要件一覧」について説明） 

 

募集要項にユーザーから要望に関するリストがあったと思うが、様式７の機

能要件、非機能要件の中に含まれている認識でよいか。 

 

ご認識の通り。 

 

様式７で満たすべき要件をまとめており、それを満たしたうえで各事業者は

よりよい提案を様式８－１～８－５の企画提案書として提示する理解でよ

いか。 

 

ご認識の通り。 

 

委員が審査を行うのは、様式８－１～８－５となるか。 

 

委員には、様式８－１～８－５に加え、様式５、様式６についても審査して

いただく。 

 

要件一覧の中に暗号化についての記載がありますが、クラウドでシステムを

構築する場合、暗号化消去という方法がある。クラウドにおけるデータの消

去について記載はされているか。 

 

記載がないため、資料に追記する。 

 

その他質問、意見等ありますか。 

（委員一同、異議なし） 

 

（事務局より「審査委員用資料５ 採点基準表（一次審査）（案）」、「審査委
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Ｂ委員 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

Ｂ委員 

 

Ａ委員 

 

 

 

Ｅ委員 

 

事務局 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局 

 

 

員用資料７集計表（二次審査）（案））について説明） 

 

第二次審査について、業務趣旨の理解や提案の実現性、発展性とあるが第一

次審査との二重評価になるのではないか。提案書で確認できる部分は提案書

で確認し、プレゼンではそれ以外の部分を評価するのがよいと考えるがいか

がか。 

 

Ｂ委員の意見と同意見で、プレゼンでは受け答えや質問の意図を理解して回

答しているかなどを見ている。 

 

私もこれまで、提案は書面で確認し、プレゼンでは提案に対しどれだけ実現

できるのか、という観点で見てきた。評価表の表現の工夫は必要かもしれな

いが、評価観点はこれまで通り内容で評価したいと考えている。 

 

採点者の認識が統一できれば、問題はない。 

 

Ｃ委員の発言にある通り、プレゼンをする方が実現をできるのかを人柄と併

せて評価をしている。この共通認識で評価に臨めるのであれば、項目の変更

は必要がないのではないか。 

 

プレゼンに来る方は責任者と技術者となるのか。 

 

募集要項別紙１に記載をしているが、第一次審査通過者に対する留意事項に

も改めて詳細を記載する。 

 

審査委員用資料５について、セキュリティやシステム切替の点数配分が高

く、相対的に操作性や検索性の提案に対する配点が低くなっているが、これ

は意図したものか。 

 

セキュリティやシステム切替は直接的に利用者影響があると考え、この配点

としている。 

 

募集要項で検索性や操作性を課題として提案を求めるならば、これらに対す

る提案について点数配分を上げてもよいのではないか。 

 

事務局としては、現行システムで課題としているスマホでの操作や検索性、

操作性に課題を抱えている。利用者の大半はスマホからシステムを利用して

いることが想定されるため、スマホでの使用感は重要視したい。確かに点数
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Ｂ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

の配分上だとセキュリティの配分が高くなってしまっているが、点数の配分

を見直すことは可能である。 

 

募集要項の目的に掲げている検索性や操作性とセキュリティに関する点数

の比率を見直した方がよいかもしれない。正解があるわけではないが、再検

討してはどうか。 

 

では、ご議論いただいた点数の配分については、検索性と操作性、セキュリ

ティが同等となるような形での配分に見直させていただきます。他の項目を

含めた全体での点数の確認も必要となってくるため、事務局で見直し案を作

成し、委員長にご確認いただいた上で、委員の皆様にお知らせさせていただ

くような進め方でよろしいか。 

 

本件は、委員長預かりとさせていただいてよいか。 

（委員一同、異議なし） 

 

その他質問、意見等ありますか。 

（委員一同、異議なし） 

 

【６ 閉会】 

（事務局より連絡事項） 

（委員長より閉会の挨拶） 

 

 


